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招集ご通知

証券コード　4476
（発信日）2026年３月11日

（電子提供措置の開始日）2026年３月４日

株　主　各　位
東京都港区虎ノ門四丁目３番１号
城 山 ト ラ ス ト タ ワ ー 2 0 階

ＡＩ  ＣＲＯＳＳ株式会社
代表取締役 原 田 典 子

第11期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第11期定時株主総会を下記のとおり開催いたします
ので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容であ
る情報（電子提供措置事項）について、電子提供措置をとってお
り、以下の各ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認いただくこ
とを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に
限り、書面でお送りすることとなりましたが、本株主総会におい
ては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事
項を記載した書面をお送りいたします。

【当社ウェブサイト】https://aicross.co.jp/
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR」
「IRライブラリー」の順に選択いただき、「会社・事業・サービス
説明 等」よりご確認ください。）

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/4476/teiji/

　なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）又電磁的方法（インターネ

ット）により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考

書類をご検討のうえ、３ページに記載の「議決権行使についてのご案内」に従

い、2026年３月25日（水曜日）午後６時までに議決権を行使くださいますようお

願い申しあげます。

敬　具
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招集ご通知

１．日 時 2026年３月26日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）
２．場 所 東京都港区虎ノ門二丁目９番16号

日本消防会館２階　大会議室
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第11期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報
告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連
結計算書類監査結果報告の件

２. 第11期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書
類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
第３号議案 会計監査人選任の件

４．議決権行使書に賛否の記載がなかった場合の取扱い
議決権行使書面において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成
の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

 

記

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行

使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

　書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面のうち、事業報告の

「新株予約権等の状況」、「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用

状況」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」、計算

書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」につきましては、法令及び

当社定款の規定に基づき、書面としてお送りする招集ご通知には記載しておりま

せん。なお、監査等委員会および会計監査人は上記の事項を含む監査対象書類を

監査しております。従いまして、交付する書面に記載している事業報告、連結計

算書類及び計算書類は、会計監査人又は監査等委員会が会計監査報告又は監査報

告を作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であ

ります。

　なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、修正後の事項、修正した旨及

び修正前の事項を上記インターネット上の各ウェブサイトに掲載させていただき

ます。
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してく
ださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に

ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を

行使される場合

インターネットで議決権を

行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付

にご提出ください。

議決権行使書用紙に議案に対

する賛否をご表示のうえ、ご

返送ください。

次ページの案内に従って、議

案の賛否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年３月26日（木曜日）

午前10時（受付開始：午前9時30分）

2026年３月25日（水曜日）

午後６時到着分まで

2026年３月25日（水曜日）

午後6時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第３号議案

● 賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 反対する場合 「否」の欄に〇印

第１・２号議案

● 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

●
一部の候補者を

反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、

反対する候補者の番号を

ご記入ください。

議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用

議決権行使

ウェブサイト

ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行

使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使

をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力するこ

となく議決権行使ウェブサイトにログインする

ことができます。

議決権行使

ウェブサイト
https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に
限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数で

すがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に

記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力し

てログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイ

トへ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを

読み取ってください。
1

議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用

議決権行使

ウェブサイト

ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用

議決権行使

ウェブサイト

ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された

「パスワード」をご入力ください。
3

議決権行使書用紙に記載された

「議決権行使コード」をご入力ください。
2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力

実際にご使用に
なる新しいパス
ワードを設定し
てください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で

パソコンやスマートフォンの操作方法などが

ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）
（受付時間　午前9：00～午後9：00）
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

(2025年１月１日から
2025年12月31日まで)

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度における我が国経済は、米国の通商政策の影響が自動車

産業を中心に一部で見られるものの、総じて緩やかな回復基調が続いてい

ます。今後は、雇用・所得環境の改善や政府による各種政策の効果など

が、引き続き景気の持ち直しを下支えすることが期待されます。一方で、

米国の通商政策の動向に加え、物価上昇の継続による消費者マインドの低

下が個人消費に及ぼす影響など、景気を下押しするリスクには留意が必要

です。また、株式や為替をはじめとする金融資本市場の変動についても、

引き続き注視する必要があります。

　このような環境下、当社グループは「Smart Work,Smart Life」をミッ

ションとし、2025年2月14日公表の「中期経営計画 AIX2027 2025～

2027（連結）」に基づき、メッセージングサービスのプラットフォーム提

供から、メッセージングサービス×AIによるマーケティングソリューショ

ン提供へのモデル転換を推進しております。

　また、2025年10月１日に株式会社ロウプ（以下、ロウプ社）の株式を取

得し子会社化したことにより、当連結会計年度から連結対象としておりま

す。ロウプ社が有する顧客との接点全体を見据えたマーケティング設計力

やクリエイティブ制作力に加え、データ分析・CRM（※１）／MA（※２）

運用ノウハウを当社のメッセージング×AIと掛け合わせることで、顧客企

業に対する統合的なマーケティング支援の提供を強化し、今後の事業成長

の加速につなげてまいります。なお、当社の連結子会社であるAIX Tech 

Ventures株式会社が保有する投資有価証券のうち、簿価に比べて実質価額

が著しく下落したものについて投資有価証券評価損13,035千円を計上いた

しました。

　これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高4,151,609千円（前期

比12.0％増）、営業利益370,599千円（前期比10.6％増）、経常利益

366,316千円（前期比12.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益

165,246千円（前期比11.3％増）となりました。

　セグメント別の業績は、次の通りであります。

－ 5 －



2026/02/26 10:44:33 / 25282130_ＡＩ　ＣＲＯＳＳ株式会社_招集通知_電子提供措置用

当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

なお、当連結会計年度において、従来「Smart AI Engagement事業」の

みの単一セグメントでありましたが、株式会社ロウプの株式を取得したた

め、当該事業を「マーケティングソリューション事業」として定義し、報

告セグメントを追加しております。これにより、当連結会計年度より、単

一セグメントから「Smart AI Engagement事業」と「マーケティングソリ

ューション事業」の２区分に変更しております。この事業セグメントの変

更に伴い、以下の前期比較については、前期の数値を変更後のセグメント

に組み替えた数値で比較をしておりますが、 当連結会計年度より新たに

報告セグメントとして追加した「マーケティングソリューション事業」に

ついては、前期比較は行っておりません。

（Smart AI Engagement事業）

　Smart AI Engagement事業は、ＳＭＳ、ＲＣＳなどのメッセージングサ

ービスでのデータ、さらにはWeb上に点在するデータなど、様々なテクノ

ロジー・チャネル上にある情報を集約し、AIで多面的に分析・学習・予測

することで、今まで実現できなかった企業と従業員、企業とユーザーな

ど、新たなエンゲージメントの創出を目指しております。

本事業を展開するビジネスコミュニケーションプラットフォーム関連の

市場は成長を続けており、2030年度にはＳＭＳの配信数が14,268百万通に

も及ぶという調査結果（出所：デロイト トーマツ ミック経済研究所「ミ

ックITリポート2025年12月号」）があります。今後も、本人認証や未入金

の督促等の通知だけでなく、ＳＭＳの次世代規格である、「ＲＣＳ（Rich 

Communication Services）」が適したプロモーション、MA（※２）との連

携が進むことで、関連市場は高い成長を続けていくものと予測されており

ます。

　このような事業環境の中、企業の更なる業務効率向上と、働く従業員の

多様な働き方の革新を支援するため、メッセージングサービスであるSMS

配信プラットフォーム「絶対リーチ！SMS」及びRCS配信及びチャットボッ

トプラットフォーム「絶対リーチ！RCS」を展開し、配信数を拡大してお

ります。また、収益性の高い国内顧客への注力及び金融や人材関連サービ

スを中心とした業界特化施策の実施、ＳＭＳサービスにAI技術を組合せ多

様化する顧客ニーズへ対応した統合型ソリューションを提供しＳＭＳの提

供価値を進化させることで収益性を向上しております。

　これら結果、当セグメントの売上高は4,014,415千円（前期比8.3％

増）、セグメント利益は1,050,679千円（前期比20.1％増）となりまし

た。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

（マーケティングソリューション事業）

　マーケティングソリューション事業は、広告企画・プロモーションおよ

びクリエイティブ制作、その上流における戦略立案・マーケティングリサ

ーチ、さらにメディア開発・運営といった多岐にわたるコミュニケーショ

ン設計を行っております。

本事業は、主要取引先を中心とした案件の獲得・拡大に注力いたしまし

た。具体的には、既存案件の深耕を進めるとともに、新規案件の提案活動

を継続し、取引領域の拡大を図っております。

引き続き、主要取引先配下での受託案件を安定的に獲得し続ける方針の

もと、案件規模の拡大を推進する方針です。

　これら結果、当セグメントの売上高は137,194千円、セグメント利益は

12,570千円となりました。

（※１）「Customer Relationship Management」の略で、顧客情報を一元
管理・分析し、営業、マーケティング、カスタマーサポートな
ど、あらゆる業務の効率化と売上向上につなげることを目的と
した手法やそのためのシステムのことを指します。

（※２）「Marketing Automation」の略で、見込み顧客の獲得から育成、
既存顧客への継続的なアプローチまでを、デジタル技術によっ
て自動化・効率化する仕組みを指します。

②　設備投資の状況

　当連結会計年度に実施した設備投資の状況に関しましては特記すべき事

項はありません。

③　資金調達の状況

当連結会計年度において、株式会社ロウプの株式取得（子会社化）に伴う

資金調達のため、株式会社みずほ銀行・株式会社三井住友銀行より総額

460,000千円（各230,000千円）の借入を行いました。

なお、増資、社債発行等による資金調達は行っておりません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

　　該当事項はありません。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継

の状況

　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　当社は、2025年10月１日付で株式会社ロウプの全株式を取得し、同社を

連結子会社といたしました。

区 分
第 ８ 期

(2022年12月期)
第 ９ 期

(2023年12月期)
第 10 期

(2024年12月期)

第 11 期
(当連結会計年度)

(2025年12月期)

売 上 高(千円) 3,305,113 3,254,384 3,705,853 4,151,609

経 常 利 益(千円) 218,592 291,136 326,195 366,316

親会社株主に
帰 属 す る
当 期 純 利 益

(千円) 95,309 156,724 148,485 165,246

1株当たり当期純利益( 円 ) 24.08 39.54 39.48 43.95

総 資 産(千円) 2,037,225 2,124,610 2,390,255 3,084,639

純 資 産(千円) 1,633,892 1,679,483 1,709,142 1,946,413

1株当たり純資産( 円 ) 412.67 429.39 442.24 488.25

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

①企業集団の財産及び損益の状況

（注）　１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産は期

末発行済株式総数により算出しております。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

区 分
第 ８ 期

(2022年12月期)
第 ９ 期

(2023年12月期)
第 10 期

(2024年12月期)

第 11 期
(当事業年度)

(2025年12月期)

売 上 高(千円) 3,305,113 3,254,384 3,705,853 4,014,415

経 常 利 益(千円) 228,770 299,314 331,884 407,994

当 期 純 利 益(千円) 155,777 193,877 177,964 223,297

1株当たり当期純利益( 円 ) 39.36 48.91 47.32 59.38

総 資 産(千円) 2,100,961 2,225,517 2,520,297 3,158,848

純 資 産(千円) 1,697,970 1,780,713 1,839,853 2,135,174

1株当たり純資産( 円 ) 428.85 455.48 477.04 537.90

②当社の財産及び損益の状況

（注）　１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産は期

末発行済株式総数により算出しております。

会社名 資本金
当社の

出資比率
主要な事業内容

AIX Tech Ventures（株）

千円

95,000 100％

国内外スタートアップ企業への投資

支援及びビジネス支援、当社グルー

プとの協業推進

（株）ロウプ　（注） 10,000 100％
広告宣伝に関する企画・制作、マー

ケティングリサーチ他

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　　　　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

（注）　2025年10月１日付で、株式会社ロウプの全株式を取得し、連結子会社と

しております。

－ 9 －



2026/02/26 10:44:33 / 25282130_ＡＩ　ＣＲＯＳＳ株式会社_招集通知_電子提供措置用

対処すべき課題、主要な事業内容、主要な事業所

(4) 対処すべき課題

　当社グループが、更なる事業拡大及び成長を加速させるために、対処すべ

き主な課題は以下の通りであります。

①　システム及びセキュリティの強化

　当社グループは、収益の基盤となるサービスをインターネット上で展開し

ていることから、システム稼働の安定性を確保することが経営上の重要な課

題であると認識しております。そのため、システムを安全かつ安定的に稼働

させるための人員体制の強化及びセキュリティ品質の向上に努めてまいりま

す。

②　優秀な人材の採用及び育成

　当社グループは、ＡＩでコミュニケーションの次元を高める会社を目指

し、組織力、営業力、開発力を高め、ユーザーの多様なニーズに最適に対応

し、当社グループの成長を確かなものとすることが最重要課題と考えており

ます。そのため、優秀なグローバル人材やデータサイエンティストの採用と

既存従業員のスキルの底上げを実施し、従業員に対して魅力的な労働環境を

提供すると共に当社グループのミッション・バリューを深く浸透させ、優秀

な人材を育成するよう努めてまいります。

③　内部管理体制の強化

　当社グループは、今後もより一層の事業拡大を見込んでおります。そのた

め、当社グループの持続的な成長を支える盤石な内部管理体制の構築を図る

とともに、金融商品取引法における内部統制報告制度の適用や子会社管理等

を行い、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいりま

す。

④　知的財産権の確保

　当社グループでは、日々の開発業務から生じた新規性のある独自技術を保

護するために、当社グループ単独又は共同開発企業と共同で、特許権等の知

的財産権の取得を図っております。しかしながら、ＡＩに関する開発分野に

おいては、多くの国内外企業が積極的に取り組んでいるため、当社グループ

も特許権等の取得により当社グループの活動領域を確保することが課題であ

ると考えております。今後、さまざまな業界において有用な知見が得られる

ことが期待されるため、他社に先駆けて戦略的な特許権等の取得に取り組ん

でまいります。
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対処すべき課題、主要な事業内容、主要な事業所

⑤　新技術への対応

　当社グループが事業を行うＡＩ関連の技術は、世界的に研究開発が活発に

行われております。このような環境の下で当社グループが事業を継続的に拡

大していくためには、さまざまな新技術に適時に対応していくことが必要で

あると認識しております。そのため、最先端の情報収集に努め、最先端の技

術の開発と導入を行いながら技術力の向上に取り組んでまいります。

⑥　携帯電話事業者との関係強化

　携帯電話事業者により、ＳＭＳ送信単価の引き上げや契約が継続できなか

った場合に、業績に重要な影響を及ぼすと考えております。そのため携帯電

話事業者との強固なリレーションを継続し、今後より深い関係を構築できる

よう努めてまいります。

⑦　新規事業の創出

　経営環境が急激に変化する中、当社グループがサステナブルに企業価値を

向上させていくためには、新規事業の創出による収益の多様化を図っていく

ことが必要であると考えております。このような環境下、従来より取り組ん

できたＡＩを活用したサービスの早期事業化を図り、メッセージングサービ

スとの融合により、顧客への提供価値の拡張性を高める仕組みづくりに積極

的に挑戦してまいります。

(5) 主要な事業内容（2025年12月31日現在）

　当社グループにおいては、「Smart Work,Smart Life～人生のいい時間を

つくりつづける。」をミッションに掲げ、「ＡＩでコミュニケーションの次

元を高める会社」というビジョンのもと、Smart AI Engagement事業および

マーケティングソリューション事業を展開しております。

本 社 東京都港区

AIX Tech Ventures株式会社 東京都港区

株 式 会 社 ロ ウ プ 東京都新宿区

(6) 主要な事業所（2025年12月31日現在）

　①当社

　②子会社
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

使 用 人 数
前連結会計年
度 末 比 増 減

平 均 年 齢 平均勤続年数

86(２)名 30名増(２名増） 40.4歳 4.3年

使 用 人 数
前事業年度
末 比 増 減

平 均 年 齢 平均勤続年数

59(－)名 ３名増(－名） 38.6歳 3.3年

(7) 使用人の状況（2025年12月31日現在）

　①企業集団の使用人の状況

（注） 使用人数は就業員数（当社から社外への出向者を除き、契約社員を含む。）

であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載して

おります。

②当社の使用人の状況

（注） 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人

員を外数で記載しております。

借　入　先 借　入　額

株式会社みずほ銀行 218,498千円

株式会社三井住友銀行 218,501千円

(8) 主要な借入先の状況（2025年12月31日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　　　該当事項はありません。
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株式の状況

(1) 発行可能株式総数 12,000,000株

(2) 発行済株式の総数 4,083,850株

(3) 株主数 7,797名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 I B I サ ー チ 580千株 15.26％

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 248 6.53

岡 部 　 典 子 171 4.50

石 島  千 絵 89 2.34

株 式 会 社 C A R T A  V E N T U R E S 81 2.13

鈴 木 　 さ な え 76 2.02

P A Y M E N T  V E N T U R E S  L L C 35 0.92

植 村 　 友 彦 33 0.89

田 中 　 正 則 32 0.85

中 原  摩 紗 子 30 0.79

２．株式の状況（2025年12月31日現在）

(4) 大株主

（注）１. 持株比率は、自己株式（281,904株）を控除して計算しております。

２. 当社は自己株式を281,904株保持しておりますが、上記大株主からは除外して

おります。

３. 岡部典子氏は、当社代表取締役原田典子の戸籍上の氏名であります。
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会社役員の状況

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 原 田 典 子

株式会社アスコット社外取締役
株式会社マーケットエンタープライズ社
外取締役
株式会社インテージホールディングス社
外取締役
株式会社ロウプ取締役

取 締 役 菅 野 智 也 株式会社ロウプ取締役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

鈴 木 さ な え 株式会社メディックス社外取締役

社 外 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

仙 石 　 実

南青山アドバイザリーグループ株式会社
CEO
南青山税理士法人代表社員
南青山リーダーズ株式会社代表取締役
南青山ホールディングス株式会社代表取
締役
一般社団法人IPO・M&A ACADEMY代表理事
株式会社Stock Tech社外取締役（監査等
委員）
Minami Aoyama Advisory Singapore Pte 
Ltd DIRECTOR
株式会社オルトプラス社外取締役
エンゲージメントストック株式会社代表
取締役

社 外 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

松 永 暁 太

スターティアホールディングス株式会社
非常勤監査等委員
株式会社くすりの窓口非常勤（社外）監
査役

３．会社役員の状況
(1) 取締役の状況（2025年12月31日現在）

（注）１. 原田典子氏の戸籍上の氏名は、岡部典子であります。
２. 社外取締役（監査等委員）仙石実氏は、公認会計士の資格を有しており、財務

及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
３. 社外取締役（監査等委員）松永暁太氏は、弁護士の資格を有しており、法律に

関する相当程度の知見を有しております。
４．監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを

通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としな
いことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

５. 当社は、社外取締役仙石実氏、松永暁太氏を株式会社東京証券取引所の定めに
基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

６. 当社は、取締役全員を被保険者とする、役員等賠償責任保険（Ｄ＆О保険）契
約を締結しております。当該保険の保険料につきましては、取締役会の承認及
び社外取締役全員の同意を踏まえ、会社負担としております。なお、故意又は
法令違反に起因する損害賠償請求は上記保険契約により填補されません。

７. 南青山アドバイザリーグループ株式会社は、2025年４月１日に南青山ＦＡＳ株
式会社より商号変更いたしました。

８. 社外取締役（監査等委員）仙石実氏は、2025年10月31日付で株式会社ネクサス
エージェント社外監査役を辞任しております。
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会社役員の状況

(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社グループは、監査等委員である取締役との間で、会社法第427条第１

項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締

結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425

条第１項に定める最低責任限度額としております。

(3) 取締役の報酬等

イ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

a.　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及

び決定方法

各取締役の報酬は、株主総会において決議された限度額の範囲内

で、会社業績、各取締役の役割、責務及び貢献度等を総合的に勘案し

て、取締役会において審議の上決定しております。また、監査等委員

の報酬は、株主総会において決議された限度額の範囲内で、個々の監

査等委員の職務に応じた報酬額を監査等委員である取締役の協議の上

決定しております。

なお、当事業年度における取締役の個人別の報酬について、報酬

等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役で決議され

た決定方針と整合していること、監査等委員会にて妥当であるという

判断を行っていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであ

ると判断しております。

b.　役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容

　該当事項はありません。

c.　役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総

会の決議年月日及び当該決議の内容

①2018年３月30日開催の第３期定時株主総会において、取締役（監査

等委員である取締役を除く）の報酬額は年額300百万円以内（ただ

し使用人分給与は含まない）、監査等委員である取締役の報酬額を

年額60百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時

の対象取締役の員数は３名であります。

②2021年３月26日開催の第6期定時株主総会において、取締役（監査

等委員である取締役を除く）に対し、上記①の年額300百万円の報

酬枠の範囲内で譲渡制限付株式報酬の付与のための報酬を年額100
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会社役員の状況

百万円以内、普通株式の総数は年100,000株以内と決議いただいて

おります。当該株主総会終結時の対象取締役の員数は３名でありま

す。

③2022年３月25日開催の第7期定時株主総会において、取締役（監査

等委員である取締役を除く）に対し、上記①の年額300百万円の報

酬枠とは別枠で業績連動型株式報酬の付与のための報酬を年額100

百万円以内、普通株式の総数は年200,000株以内と決議いただいて

おります。当該株主総会終結時の対象取締役の員数は２名でありま

す。

④2024年３月27日開催の第9期定時株主総会において、取締役（監査

等委員である取締役を除く）に対し、上記①の年額300百万円の報

酬枠の範囲内で上記②の譲渡制限付株式報酬とは別枠にて、ストッ

ク・オプションとしての新株予約権付与のための報酬を年額100百

万円以内、新株予約権の数を500個以内と決議いただいておりま

す。当該株主総会終結時の対象取締役の員数は２名であります。

d.　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権

限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲

　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限

を有する者は取締役会とし、当該権限の内容、当該裁量の範囲は、株

主総会において決議された限度額の範囲内としております。

e.　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に

関与する委員会の手続の概要

　当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決

定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありませ

ん。

f.　当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役

会及び委員会等の活動内容

　当社は取締役（監査等委員を含む）の報酬の額の決定にあたっての

手続きとして、上記a.に記載のとおり、取締役会で審議の上、決議し

ております。

g.　取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

　当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役が取締役

－ 16 －
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会社役員の状況

の個人別の報酬額の内容を決定しております。権限を委任した理由

は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うに

は代表取締役が最も適しているからであります。

h.　譲渡制限付株式報酬について

　譲渡制限付株式報酬は、取締役（監査等委員及び社外取締役を除

く）に当社企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると

ともに、中長期的な企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆様との

一層の価値共有を進めることを目的として導入し、譲渡制限付株式報

酬の報酬限度額は年額１億円以内、普通株式の総数は年100,000株以

内としております。

i.　業績連動型株式報酬について

　本制度は、各対象取締役に対し、当社取締役会が定める期間（以下

「評価期間」という。）中の評価指標を当社取締役会にてあらかじめ

設定し、当該評価指標の達成度等に応じて算定する数の当社普通株式

及び金銭を支給する業績連動型の株式報酬制度（パフォーマンス・シ

ェア・ユニット）です。

　本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権及び金銭

の総額は、年額１億円以内といたします。各対象取締役への具体的な

支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。

　本制度により、当社が新たに発行または処分する普通株式の総数

は、年200,000株以内（ただし、2022年３月25日開催の定時株主総会

の決議の日以降の日を効力発生日とする、当社の普通株式の無償割当

てを含む株式分割または株式併合が行われた場合、当該効力発生日以

降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理

的な範囲で調整いたします。）とし、その１株当たりの払込金額は、

各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社

の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立

つ直近取引日の終値）を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取

締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決

定いたします。

　対象取締役への当社普通株式及び金銭の支給は評価期間終了後に行

うため、本制度の導入時点では、各対象取締役に対してこれらを交付

するか否か、及び当社普通株式交付のための金銭報酬債権並びに金銭

の額のいずれも確定しておりません。

－ 17 －
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会社役員の状況

区 分 員 数
報 酬 等 の
総 額
（ 百 万 円 ）

報酬等の種類別の総額
（百万円）

固定
報酬

賞与

取締役（監査等委員を除く）

（うち社外取締役）
２名

（－）
38

（－）
38

（－）
－

（－）

取締役（監査等委員を除く）

（うち社外取締役）
３

（２）
７

（３）
７

（３）
（－）
（－）

合 計
（うち社外取締役）

５
（２）

45
（３）

45
（３）

－
（－）

j. 　ストックオプションについて

　ストックオプションは、取締役（監査等委員及び社外取締役を除

く。以下「対象取締役」といいます。）に当社の企業価値の持続的な

向上を図るインセンティブを与えると共に、対象取締役と株主の皆様

との一層の価値共有を進めることを目的として導入し、ストックオプ

ションとしての新株予約権として支給する報酬の総額は、年額100百

万円以内、１年以内に発行する新株予約権の数の上限は、500個とし

ております。

　ロ．当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2018年３月30日開催の第３期定

時株主総会において、年額300百万円以内（ただし、使用人分給与は含まな

い。）と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査

等委員を除く）の員数は３名（うち、社外取締役は０名）です。

２. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2018年３月30日開催の第３期定時株主

総会において、年額60百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総

会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は３名（うち、社外取締役は２名）

です。

３. 取締役会は、代表取締役原田典子に対して取締役（監査等委員を除く）の固定

報酬および賞与の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の

業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断

したためです。なお、固定報酬および賞与の額の決定については、監査等委員

会にて妥当性等を確認しております。
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地位
氏名

出席状況、発言状況及び期待され
る役割に関して行った職務の概要

社外取締役（監査等委員）

仙　石　　実

当事業年度に開催された取締役会14回の全てに、監
査等委員会13回の全てに出席いたしました。
出席した取締役会において、主に財務・会計等に関
し、公認会計士としての専門的見地から取締役会の
意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を
行っております。また、監査等委員会において、当
社グループの経理システム並びに内部監査につい
て、適宜必要な発言を行っております。

社外取締役（監査等委員）

松　永　暁　太

当事業年度に開催された取締役会14回の全てに、監
査等委員会13回の全てに出席いたしました。
出席した取締役会において、主に企業法務に関する
知見から有益な発言を行い、特にリスクマネジメン
ト、ガバナンス分野について助言・提言を行ってお
ります。また、監査等委員会において、主にコンプ
ライアンスの観点や内部監査について、適宜必要な
発言を行っております。

(4) 社外役員に関する事項

①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社グループと当該他の法人等との

関係

・社外取締役（監査等委員）仙石実氏は、南青山アドバイザリーグループ

株式会社のCEO、南青山税理士法人の代表社員、南青山リーダーズ株式

会社の代表取締役、南青山ホールディングス株式会社の代表取締役、一

般社団法人IPO・M&A ACADEMYの代表理事、株式会社Stock Techの社外取

締役（監査等委員）、Minami Aoyama Advisory Singapore Pte Ltd 

DIRECTOR、株式会社オルトプラス社外取締役、エンゲージメントストッ

ク株式会社の代表取締役、株式会社ネクサスエージェント社外監査役で

あります。これらの各兼職先と当社グループとの間には特別な関係はあ

りません。

なお、2025年10月31日付で株式会社ネクサスエージェント社外監査役を

辞任しております。

・社外取締役（監査等委員）松永暁太氏は、スターティアホールディング

ス株式会社非常勤監査等委員、株式会社くすりの窓口非常勤（社外）監

査役であります。これらの各兼職先と当社グループとの間には特別な関

係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況

－ 19 －



2026/02/26 10:44:33 / 25282130_ＡＩ　ＣＲＯＳＳ株式会社_招集通知_電子提供措置用

会計監査人の状況、剰余金の配当等の決定に関する方針

区分 報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 23,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利
益の合計額

23,000千円

４．会計監査人の状況

(1) 名称　　　　　　　　　　東陽監査法人

(2) 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区

分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合

計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び

報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った

うえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要
があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任
に関する議案の内容を決定いたします。
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に
該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を
解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後
最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の
理由を報告いたします。

５．剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営上重要な施策の一つと
して位置づけております。しかしながら、現在当社グループは成長拡大の過程
にあると考えており、経営基盤の強化及び積極的な事業展開のために内部留保
の充実を図り、事業拡大に向けた投資に充当することで、更なる事業拡大を実
現することが株主の皆様に対する最大の利益還元につながると考えておりま
す。
　このことから、現時点において配当の実施及びその時期等については未定で
はありますが、将来的には、財政状態及び経営成績等を勘案し、株主の皆様へ
の利益還元策を決定していく方針であります。
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連結貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売掛金及び契約資産

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

ソフトウエア仮勘定

の れ ん

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

　

2,566,973

1,815,691

685,569

29,666

39,149

△3,103

517,666

4,735

3,746

989

400,001

66,065

64,289

269,645

112,929

56,058

11,086

43,029

2,753

　

（負 債 の 部）

流 動 負 債 793,231

買 掛 金 379,503

１年内返済予定の
長 期 借 入 金

92,004

未 払 金 60,847

未 払 費 用 20,718

未 払 法 人 税 等 74,990

預 り 金 10,223

契 約 負 債 2,772

株主優待引当金 87,273

そ の 他 64,897

固 定 負 債 344,995

長 期 借 入 金 344,995

負 債 合 計 1,138,226

（純資産の部）

株 主 資 本 1,855,851

資 本 金 40,094

資 本 剰 余 金 940,945

利 益 剰 余 金 1,175,437

自 己 株 式 △300,625

その他の包括利益累計額 461

繰延ヘッジ損益 403

その他有価証券
評 価 差 額 金

57

新 株 予 約 権 90,100

純 資 産 合 計 1,946,413

資 産 合 計 3,084,639 負 債 純 資 産 合 計 3,084,639

連 結 貸 借 対 照 表

(2025年12月31日現在）
（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

(2025年１月１日から
2025年12月31日まで)

科 目 金 額

売 上 高 4,151,609

売 上 原 価 2,606,321

売 上 総 利 益 1,545,287

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,174,687

営 業 利 益 370,599

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,100

そ の 他 276 2,376

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,295

為 替 差 損 84

投 資 事 業 組 合 運 用 損 5,111

そ の 他 167 6,659

経 常 利 益 366,316

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 13,035 13,035

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 353,281

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 154,816

法 人 税 等 調 整 額 33,217 188,034

当 期 純 利 益 165,246

非支配株主に帰属する当期純利益 ―

親会社株主に帰属する当期純利益 165,246

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売掛金及び契約資産

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

ソフトウエア仮勘定

の れ ん

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

　

2,083,118

1,485,591

533,185

28,008

39,436

△ 3,103

1,075,729

3,746

3,746

0

133,516

66,065

64,289

3,161

938,465

36,078

799,817

50,000

9,036

40,779

2,753

　

（負 債 の 部）

流 動 負 債 678,678

買 掛 金 315,716

１年内返済予定の
長 期 借 入 金

92,004

未 払 金 53,794

未 払 費 用 12,509

未 払 法 人 税 等 57,705

預 り 金 7,285

契 約 負 債 2,640

株主優待引当金 87,273

そ の 他 49,749

固 定 負 債 344,995

長 期 借 入 金 344,995

負 債 合 計 1,023,673

（純資産の部）

株 主 資 本 2,044,612

資 本 金 40,094

資 本 剰 余 金 940,945

資 本 準 備 金 476,256

その他資本剰余金 464,689

利 益 剰 余 金 1,364,198

その他利益剰余金 1,364,198

繰越利益剰余金 1,364,198

自 己 株 式 △ 300,625

評価・換算差額等 461

繰延ヘッジ損益 403

その他有価証券
評 価 差 額 金

57

新 株 予 約 権 90,100

純 資 産 合 計 2,135,174

資 産 合 計 3,158,848 負 債 純 資 産 合 計 3,158,848

貸　借　対　照　表

（2025年12月31日現在）
（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

(2025年１月１日から
2025年12月31日まで)

科 目 金 額

売 上 高 4,014,415

売 上 原 価 2,497,317

売 上 総 利 益 1,517,097

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,108,010

営 業 利 益 409,087

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,071

業 務 委 託 収 入 3,000

そ の 他 274 5,346

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,242

為 替 差 損 84

投 資 事 業 組 合 運 用 損 5,111 6,439

経 常 利 益 407,994

税 引 前 当 期 純 利 益 407,994

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 152,642

法 人 税 等 調 整 額 32,054 184,697

当 期 純 利 益 223,297

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 辻村 茂樹

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 三宅 清文

独立監査人の監査報告書

2026年２月24日

ＡＩ ＣＲＯＳＳ株式会社

取締役会　御中

東　陽　監　査　法　人
東　京　事　務　所

　
監査意見

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ＡＩ ＣＲＯＳＳ株

式会社の2025年１月１日から2025年12月31日までの連結会計年度の連結計算

書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計

算書及び連結注記表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、ＡＩ ＣＲＯＳＳ株式会社及び連結子

会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況

を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計

算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我

が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当

監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判

断している。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の

責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の

職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容

は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明する

ものではない。

　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通

読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法

人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ

と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆

候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが

あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに

は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが

含まれる。

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連

結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計

算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的

な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意

見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性

があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を

与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。
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連結計算書類に係る会計監査報告

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続

の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する

ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応

じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を

評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であ

るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な

疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ

るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す

ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でな

い場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら

れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな

くなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注

記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類

が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財

務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類

の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、

監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責

任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見

事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると

合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい

る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを

適用している場合はその内容について報告を行う。

－ 27 －



2026/02/26 10:44:33 / 25282130_ＡＩ　ＣＲＯＳＳ株式会社_招集通知_電子提供措置用

連結計算書類に係る会計監査報告

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計

士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 辻村 茂樹

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 三宅 清文

独立監査人の監査報告書

2026年２月24日

ＡＩ ＣＲＯＳＳ株式会社

取締役会　御中

東　陽　監　査　法　人
東　京　事　務　所

　

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ＡＩ ＣＲＯ
ＳＳ株式会社の2025年１月１日から2025年12月31日までの第11期事業年度の
計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について
監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書
類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任
は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の
責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は
含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するも
のではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読
し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が
監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ
るかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが
あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算

書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書
類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える
と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。
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計算書類に係る会計監査報告

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続
の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ
た適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に
よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を
評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切である
かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑
義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記
事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、
監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見
事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業
倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると
合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを
適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査等委員会は、2025年1月1日から2025年12月31日までの第11期事業年

度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び

結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

（１）監査等委員会は、監査の方針、職務の分担を定め、各監査等委員か

ら監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計

監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めました。

 (２）各監査等委員は、監査の方針、職務の分担等に従い、電話回線又は

インターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部監査部門

その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に

努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議にオンライン形式に拠るものも含めて出席

し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必

要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及

び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取

締役等とオンライン形式に拠るものも含めて意思疎通及び情報の交換を図

り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか

を監査及び検証するとともに、会計監査人からその職務の遂行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から

「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規

則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年

10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要

に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い

たしました。

監査等委員会の監査報告

－ 32 －
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監査等委員会の監査報告

２．監査の結果

(１) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正

しく示しているものと認めます｡

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反す

る重大な事実は認められません｡

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま

す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役

の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④ 会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方

針については、指摘すべき事項は認められません。

(２) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

(３) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

監 査 等 委 員 鈴　木　さなえ

監 査 等 委 員 仙　石　　　実

監 査 等 委 員 松　永　暁　太

2026年2月26日

ＡＩ ＣＲＯＳＳ株式会社　監査等委員会

（注）監査等委員仙石実及び松永暁太は、会社法第２条第15号及び第331条

第６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

候 補 者

番 号

ふり

氏

 

　
がな

名

（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する

当社の

株式数

1

はら

原 
だ

田 
のり

典 
こ

子

(1974年４月２日)

1998年４月　SAPジャパン株式会社入社

2000年12月　AOSテクノロジーズ株式会社入社

2002年４月　AOS Technologies America,Inc.転

籍

2011年11月　AOSテクノロジーズ株式会社転籍

2015年３月　当社代表取締役（現任）

2021年８月　AIX Tech Ventures株式会社取締役

（現任）

2022年12月　株式会社アスコット社外取締役

（現任）

2024年９月　株式会社マーケットエンタープラ

イズ社外取締役（現任）

2025年９月　株式会社インテージホールディン

グス社外取締役（現任）

2025年10月　株式会社ロウプ取締役（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社アスコット社外取締役

株式会社マーケットエンタープライズ社外取締

役

株式会社インテージホールディングス社外取締

役

株式会社ロウプ取締役

171,259株

株主総会参考書類

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全

員（２名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

　つきましては、取締役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案に関しましては、監査等委員会は、全ての取締役候補者につ

いて適任であると判断しております。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 34 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

候 補 者

番 号

ふり

氏

 

　
がな

名

（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する

当社の

株式数

2

かん

菅 
の

野 
とも

智 
や

也

(1979年３月12日)

2001年４月　富士ソフト株式会社入社

2014年４月　同社ソリューション事業本部イン

フォメーションビジネス事業部情

報ソリューション部長

2015年10月　当社入社 営業部長

2018年３月　当社取締役（現任）

2025年10月　株式会社ロウプ取締役（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社ロウプ取締役

25,824株

（注）１．各候補者と当社グループとの間には特別の利害関係はありません。

２．原田典子氏の戸籍上の氏名は、岡部典子であります。

３．原田典子氏を取締役候補者とした理由は、代表取締役として強いリーダーシッ

プを発揮して当社の経営を担い、企業価値向上に貢献してきた実績と経営全般

において豊富な経験、幅広い見識を有しており、引き続き企業価値最大化を担

うに適任であると判断したためであります。

４．菅野智也氏を取締役候補者とした理由は、営業及びサービス開発の分野におい

て豊富な経験、実績、見識を有しており、今後も経営の推進及びサービスレベ

ルの維持及び向上に適任であると判断したためであります。

５．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会

社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用の損

害を当該保険契約により塡補することとしております。両候補者は、当該保険

契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容で

の更新を予定しております。

－ 35 －
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監査等委員である取締役２名選任の件

候 補 者

番号

ふり

氏

 

　
がな

名

（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要  な  兼  職  の  状  況）

所有する
当 社 の
株 式 数

1

す ず き

鈴木　
さ な え

さなえ

(1974年１月24
日)

1997年４月　株式会社NEC情報システムズ（現
NECソリューションイノベータ株
式会社）入社

1998年８月　SAPジャパン株式会社入社
2000年12月　AOSテクノロジーズ株式会社入社
2015年３月　当社取締役
2020年３月　当社取締役（監査等委員）（現

任）
2023年３月　株式会社メディックス社外取締役

（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社メディックス社外取締役

76,900株

2

まつなが

松永　
きょう

暁
た

太

(1972年５月
11日)

2000年４月　最高裁判所司法研修所入所
2001年10月　弁護士登録（第二東京弁護士会）　

ふじ合同法律事務所入所
2013年６月　スターティア株式会社（現　スタ

ーティアホールディングス株式会
社）非常勤監査等委員（現任）

2021年８月　くすりの窓口非常勤（社外）監査
役（現任）

2022年３月　当社社外取締役（監査等委員）
（現任）

（重要な兼職の状況）
スターティアホールディングス株式会社非常勤
監査等委員
株式会社くすりの窓口非常勤（社外）監査役

-

第２号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

　本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役鈴木さなえ氏、松永暁太氏
が任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役２名の選任をお
願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 36 －
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監査等委員である取締役２名選任の件

（注）１．各候補者と当社グループとの間には特別の利害関係はありません。

２．松永暁太氏は、社外取締役候補者であります。

３．鈴木さなえ氏を取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、複数の

会社での経験からテクノロジー及び財務の知見があり、また当社の取締役とし

て当社業務について深い理解があることから、当社のコーポレート・ガバナン

ス強化が期待できるためであります。

４．松永暁太氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、企業

法務に関する豊富な知見を有しており、当該知見を活かして特にリスクマネジ

メント、ガバナンス分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する

監督、助言等いただくこと、及び客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選

定や役員報酬の決定について関与、監督等いただくことを期待したためであり

ます。

５．松永暁太氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、同氏

の在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。

６．当社は、鈴木さなえ氏、松永暁太氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当

該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責

任限度額としており、両氏が再任された場合は、両氏との間で当該契約を継続

する予定であります。

７．当社は、松永暁太氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として

届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予

定であります。

８．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会

社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用の損

害を当該保険契約により塡補することとしております。両候補者は、当該保険

契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容で

の更新を予定しております。
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会計監査人選任の件

名称 太陽有限責任監査法人

所在地
東京都港区元赤坂一丁目２番７号

赤坂Ｋタワー22 階

沿革

1971年９月　　太陽監査法人設立

2006年１月　　太陽監査法人とASG監査法人が合併し太陽ASG監査法
人となる

2008年７月　　有限責任組織形態に移行、太陽ASG有限責任監査法
人となる

2012年７月　　永昌監査法人と合併

2013年10月　　霞が関監査法人と合併

2014年10月　　太陽有限責任監査法人に社名変更

2018年 7月　　優成監査法人と合併

人員構成

代表社員　　　　　　　　　55名

社員　　　　　　　　　　　18名

公認会計士　　　　　　　 242名

公認会計士試験合格者等　　50名

その他の専門職員　　　　　27名

事務職員　　　　　　　　　25名

合計　　　　　　　　　　 417名

第３号議案　会計監査人選任の件

　当社の会計監査人である東陽監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了に

より退任されますので、監査等委員会の決定に基づき、新たに太陽有限責任監査

法人を会計監査人に選任することにつき、ご承認をお願いするものであります。

　なお、監査等委員会が太陽有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由

は、会計監査人に求められる専門性、独立性および適切性、また当社の会計監査

が適正かつ妥当に行われることの品質管理体制等を総合的に勘案した結果、適任

と判断したためであります。

　会計監査人候補者は、次のとおりであります。

(2025年12月31日現在）

以上

－ 38 －
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地図

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：東京都港区虎ノ門二丁目９番16号

日本消防会館２階　大会議室

住友不動産
虎ノ門タワー

赤坂インターシティ
AIR

虎ノ門
三井ビル

虎の門
病院

交番南北線
溜池山王駅
14番出口

A2

3番

金刀比羅宮

外堀通り

千代田線・丸ノ内線

JR新橋駅烏森口虎ノ門
２丁目タワー

虎ノ門ヒルズ
ビジネスタワー

虎ノ門ヒルズ
ステーションタワー

虎ノ門ヒルズ

日本消防会館

特許庁前
赤坂

一丁目

虎ノ門
一丁目

虎ノ門
二丁目

虎ノ門
二丁目西

日
比
谷
線

虎
ノ
門
ヒ
ル
ズ
駅

銀座線虎ノ門駅

桜
田
通
り

環
２

通
り

環
２
通
り

交通：地下鉄　日比谷線　虎ノ門ヒルズ駅　Ａ２ａ出口　徒歩約３分

　　　地下鉄　銀座線　虎ノ門駅　３番出口　徒歩約８分

　　　ＪＲ線　新橋駅　烏森口　徒歩約20分

※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮ください

ますようお願い申しあげます。
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